
議
員

駅
西
口
地
区
再
開
発

事
業
の
進
ち
ょ
く
状
況
に
つ

い
て
伺
い
た
い
。

ラ
イ
ナ
ー
ホ
ー
ム
推
進
室
長
・

都
市
整
備
課
長

十
三
年
度

は
、
西
口
地
区
全
体
を
再
開

発
事
業
と
し
て
事
業
化
で
き

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
委
託

調
査
を
行
っ
た
。
こ
の
委
託

調
査
の
内
容
は
計
画
の
準
備
、

現
況
調
査
、
計
画
条
件
の
検

討
、
設
計
計
画
素
案
の
作
成

並
び
に
事
業
計
画
素
案
の
作

成
、
課
題
の
整
理
の
六
項
目

で
あ
る
。
地
権
者
と
交
渉
を

重
ね
て
き
た
が
、
基
本
的
合

意
に
至
っ
て
い
な
い
方
が
数

人
い
る
。
ま
た
、
平
塚
駅
西

口
地
区
再
開
発
研
究
会
を
平

成
八
年
度
か
ら
立
ち
上
げ
て

お
り
、
平
成
十
三
年
度
は
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
を
迎
え
て
、
ま

ち
づ
く
り
計
画
の
研
究
を
行

っ
た
。

議
員

基
本
的
合
意
が
得
ら

れ
な
い
地
権
者
も
い
る
と
の

こ
と
だ
が
、
今
後
ど
の
よ
う

に
進
め
て
い
く
の
か
。

ラ
イ
ナ
ー
ホ
ー
ム
推
進
室
長

交
渉
を
重
ね
た
結
果
で
あ

り
、
一
部
の
地
権
者
に
は
や

む
を
え
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、

基
本
的
合
意
を
得
ら
れ
て
い

る
方
々
を
中
心
に
調
整
に
入

っ
て
い
る
。
優
良
建
築
物
等

整
備
事
業
、
ま
ち
づ
く
り
支

援
事
業
の
二
つ
の
制
度
を
活

用
し
、
西
口
地
区
全
体
を
再

開
発
事
業
と
し
て
整
備
し
て

い
く
考
え
で
あ
る
。

議
員

十
三
年
度
は
、
市
民

Ｉ
Ｔ
講
習
会
が
新
規
事
業
で

実
施
さ
れ
た
が
、
受
講
状
況

と
そ
の
評
価
を
伺
い
た
い
。

情
報
シ
ス
テ
ム
課
長

三
九

九
講
座
が
開
催
さ
れ
、
定
員

が
七
九
八
〇
人
の
と
こ
ろ
、

応
募
が
一
万
二
四
〇
人
あ
り
、

一
・
二
八
倍
の
競
争
率
で
あ

っ
た
。
受
講
率
は
九
五
・
一

％
で
、
四
〇
代
か
ら
六
〇
代

の
方
々
が
多
数
を
占
め
て
い

た
。
な
お
、
平
成
十
四
年
度

も
規
模
は
縮
小
し
た
が
、
各

公
民
館
で
開
催
し
、
大
変
好

評
で
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。

議
員

消
防
署
通
信
指
令
施

設
整
備
事
業
と
し
て
、
二
億

三
九
〇
〇
万
円
余
を
支
出
し

て
い
る
が
、
こ
の
導
入
効
果

に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

参
事
兼
消
防
総
務
課
長

今

回
の
通
信
指
令
施
設
の
再
整

備
に
よ
り
、
一
一
九
番
通
報

か
ら
出
動
ま
で
の
時
間
が
大

幅
に
短
縮
さ
れ
た
。
ま
た
、

こ
れ
に
よ
り
指
令
担
当
の
職

員
や
出
動
す
る
隊
員
の
負
担

も
軽
減
さ
れ
て
い
る
。

議
員

一
般
会
計
か
ら
国
民

健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
へ

の
繰
出
金
が
、
十
二
年
度
と

比
較
し
て
大
き
く
減
っ
て
い

る
が
、
そ
の
理
由
は
。

保
険
年
金
課
長

平
成
十
二

年
度
の
こ
の
繰
出
金
の
中
に

は
、
国
保
財
政
安
定
化
支
援

事
業
繰
出
金
が
含
ま
れ
て
い

た
。
こ
の
繰
出
金
は
国
保
加

入
者
の
年
齢
構
成
が
高
齢
者

に
偏
っ
て
い
る
こ
と
、
低
所

得
者
の
加
入
割
合
が
高
い
こ

と
な
ど
か
ら
、
一
般
会
計
か

ら
繰
り
入
れ
で
き
る
法
的
根

拠
の
あ
る
義
務
的
経
費
で
あ

る
。
平
成
十
三
年
度
は
こ
の

基
準
に
達
せ
ず
、
国
保
財
政

安
定
化
支
援
事
業
繰
出
金
が

国
か
ら
支
出
さ
れ
な
か
っ
た
。

こ
れ
が
減
額
の
主
な
理
由
で

あ
る
。

議
員

国
民
健
康
保
険
税
に

つ
い
て
だ
が
、
現
年
課
税
分

で
六
億
九
七
〇
八
万
円
余
、

滞
納
繰
越
分
で
一
八
億
七
五

八
九
万
円
余
の
未
収
額
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
滞
納
者
に
対

す
る
収
納
対
策
は
ど
の
よ
う

に
取
り
組
ん
で
い
る
の
か
。

保
険
年
金
課
長

収
納
率
向

上
対
策
本
部
を
設
置
し
、
効

果
的
な
国
民
健
康
保
険
税
の

徴
収
に
努
め
て
い
る
。
具
体

的
に
は
滞
納
整
理
班
を
五
人

体
制
で
組
織
化
し
、
徴
収
嘱

託
員
も
含
め
て
、
月
二
回
の

電
話
催
告
と
臨
戸
訪
問
を
実

施
し
て
滞
税
者
と
の
接
触
機

会
を
増
や
し
て
い
る
ほ
か
、

著
し
く
滞
納
の
あ
る
方
に
は
、

国
民
健
康
保
険
証
の
有
効
期

限
を
短
く
し
た
短
期
証
を
発

行
し
て
い
る
。
な
お
、
平
成

十
三
年
度
の
徴
収
嘱
託
員
は

一
〇
人
お
り
、
全
収
納
額
の

四
・
六
％
に
当
た
る
約
三
億

一
二
〇
〇
万
円
の
徴
収
実
績

が
あ
っ
た
。

議
員

国
民
健
康
保
険
税
の

減
免
制
度
の
利
用
状
況
と
制

度
の
周
知
方
法
に
つ
い
て
伺

い
た
い
。

保
険
年
金
課
長
・
保
険
年
金

課
上
席
課
長
代
理

平
成
十

三
年
度
の
減
免
申
請
は
、
一

二
三
件
で
一
〇
九
五
万
円
余

あ
っ
た
。
そ
の
内
訳
は
災
害

が
一
件
で
二
三
万
円
余
、
生

活
困
窮
が
一
一
五
件
で
一
〇

七
二
万
円
余
、
減
免
の
資
格

に
該
当
し
な
い
申
請
が
七
件

で
あ
る
。
な
お
、
制
度
の
周

知
に
つ
い
て
は
年
間
の
納
税

額
を
お
知
ら
せ
す
る
納
税
通

知
書
の
中
で
減
免
制
度
を
紹

介
す
る
と
と
も
に
、
広
報
ひ

ら
つ
か
や
納
税
相
談
の
中
で

も
周
知
に
努
め
て
い
る
。

議
員

介
護
保
険
制
度
で
利

用
で
き
る
特
養
、
老
健
、
医

療
の
三
施
設
の
入
所
者
数
を

聞
き
た
い
。
ま
た
、
特
養
ホ

ー
ム
へ
の
入
所
待
機
者
数
も

併
せ
て
伺
い
た
い
。

高
齢
福
祉
・
介
護
保
険
課
上

席
課
長
代
理

平
成
十
四
年

二
月
末
現
在
の
受
給
者
は
介

護
老
人
福
祉
施
設
（
特
養
）

で
四
〇
〇
人
、
介
護
老
人
保

健
施
設
（
老
健
）
で
二
九
三

人
、
介
護
療
養
型
医
療
施
設

で
三
〇
四
人
で
あ
る
。な
お
、

十
四
年
四
月
一
日
現
在
の
特

養
ホ
ー
ム
入
所
待
機
者
は
約

五
七
〇
人
で
あ
る
。

議
員

在
宅
で
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
要
介
護

度
別
に
区
分
支
給
限
度
額
が

決
ま
っ
て
い
る
が
、
利
用
割

合
は
ど
れ
く
ら
い
な
の
か
。

高
齢
福
祉
・
介
護
保
険
課
長

平
成
十
三
年
度
に
つ
い
て

は
、要
支
援
が
四
一
・
二
％
、

要
介
護
一
が
三
一
・
八
％
、

要
介
護
二
が
三
六
・
〇
％
、

要
介
護
三
が
三
七
・
九
％
、

要
介
護
四
が
三
九
・
五
％
、

要
介
護
五
が
四
〇
・
五
％
で
、

全
体
と
し
て
は
三
六
・
九
％

の
利
用
割
合
で
あ
っ
た
。

平平成成１１３３年年度度各各会会計計決決算算をを認認定定

駅
西
口
地
区
再
開
発

事
業
の
進
ち
ょ
く

市
民
Ｉ
Ｔ
講
習
会
事
業

受
講
状
況
と
評
価

消
防
署
通
信
指
令
施
設

再
整
備
に
よ
る
効
果

国
保
会
計
へ
の
繰
出
金

大
幅
減
額
の
理
由

議
員

十
三
年
度
決
算
に
よ

る
と
入
院
・
通
院
患
者
数
が

減
少
し
、
未
処
理
欠
損
金
が

三
億
四
一
六
四
万
円
余
生
じ

て
い
る
。
こ
の
決
算
状
況
を

ど
う
認
識
し
て
い
る
の
か
。

病
院
長

地
方
公
営
企
業
法

に
あ
る
、
企
業
の
経
済
性
を

十
分
に
発
揮
す
る
と
い
う
部

分
で
は
、
努
力
が
少
な
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
厳
粛
に

受
け
と
め
て
い
る
。
病
床
利

用
率
で
は
、
特
に
外
科
系
が

減
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
収
益

に
大
き
く
響
い
た
と
考
え
て

い
る
。
今
後
ど
う
あ
る
べ
き

か
を
考
え
た
場
合
、
医
療
の

機
能
の
分
化
と
連
携
が
重
要

な
要
素
と
認
識
し
て
い
る
。

議
員

病
院
経
営
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
感
覚
で
臨
ん
で

い
る
の
か
見
解
を
伺
い
た
い
。

病
院
長
・
病
院
事
務
局
長

市
民
病
院
は
、
市
民
の
ニ
ー

ズ
に
で
き
る
だ
け
沿
う
べ
き

と
考
え
て
い
る
が
、
地
方
公

営
企
業
の
性
質
上
、
公
共
の

福
祉
増
進
に
寄
与
す
る
と
同

時
に
、
企
業
の
経
済
性
を
発

揮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
国
の
医
療
費
削
減
政

策
に
よ
り
、
十
四
年
度
は
史

上
初
め
て
診
療
報
酬
の
マ
イ

ナ
ス
改
定
も
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
医
療
を
取
り
巻
く
厳

し
い
状
況
の
中
、
市
民
病
院

で
は
経
営
改
善
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
策
定
し
、
取
り
組
ん
で

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。特
に
、

企
業
の
経
済
性
を
発
揮
し
て

公
共
の
福
祉
に
寄
与
す
る
と

い
う
原
点
に
立
ち
、
全
職
員

に
病
院
経
営
の
改
善
に
つ
い

て
意
識
改
革
を
求
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

議
員

平
成
十
三
年
度
に
来

院
者
用
駐
車
場
を
拡
大
し
た

が
、
駐
車
場
の
混
雑
解
消
は

促
進
さ
れ
た
の
か
。

病
院
総
務
課
長

十
三
年
一

月
に
三
四
台
分
を
拡
大
し
、

そ
の
後
、
隣
接
す
る
場
所
で

七
三
台
分
が
確
保
で
き
た
。

し
た
が
っ
て
、
五
月
の
段
階

で
は
三
二
〇
台
分
の
駐
車
場

と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
満
車

に
な
っ
た
こ
と
は
な
く
、
入

り
口
の
混
雑
も
今
は
解
消
さ

れ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。

来
院
者
用
駐
車
場

増
設
で
混
雑
緩
和
は

議議案案等等のの審審議議結結果果

請請願願のの審審議議結結果果

議 決 状 況

認 定

〃

〃

－
原 案 可 決

〃
〃
〃
〃
〃

〃

〃
〃
〃

〃

賛 成 多 数

全 員 賛 成

〃

－
全 員 賛 成

賛 成 多 数
全 員 賛 成

〃
〃
〃

〃

〃
賛 成 多 数
全 員 賛 成

賛 成 多 数

１４．１１．２６

〃

〃

－
１４．１１．２６

１４．１２．１８
〃
〃
〃
〃

〃

〃
〃
〃

〃

提 出 日

１４．９．３

〃

〃

１４．１１．２６
〃

〃
〃
〃
〃
〃

〃

〃
〃
〃

〃

件 名

決算の認定について〔平成１３年度平塚市
一般会計・特別会計決算〕
決算の認定について〔平成１３年度中地区
農業共済事務組合決算〕
決算の認定について〔平成１３年度平塚市
病院事業決算〕
専決処分の報告について
平塚市一般職員の給与に関する条例等の
一部を改正する条例
平塚市情報公開条例
平塚市功労者表彰条例の一部を改正する条例
平塚市市税条例の一部を改正する条例
平塚市手数料条例の一部を改正する条例
平塚市自転車競走実施条例の一部を改正
する条例
平塚市立幼稚園の保育料等の徴収に関す
る条例の一部を改正する条例
平塚市火災予防条例の一部を改正する条例
委託契約の締結について
住居表示に関する法律第３条第１項の規
定による本市における市街地の区域及び
当該区域における住居表示の方法について
平成１４年度平塚市一般会計補正予算

番 号

認 第１号

〃 第２号

〃 第３号

報告第１４号
議案第７３号

〃 第７４号
〃 第７５号
〃 第７６号
〃 第７７号
〃 第７８号

〃 第７９号

〃 第８０号
〃 第８１号
〃 第８２号

〃 第８３号

議 決 状 況

原 案 可 決

〃

〃

〃

〃

〃
〃

同 意

賛 成 多 数

全 員 賛 成

〃

〃

〃

〃
〃

〃

１４．１２．１８

〃

〃

〃

〃

〃
〃

〃

提 出 日

１４．１１．２６

〃

〃

〃

〃

１４．１２．１０
〃

１４．１２．１８

件 名

平成１４年度平塚市競輪事業特別会計補正
予算
平成１４年度平塚市国民健康保険事業特別
会計補正予算
平成１４年度平塚市交通災害共済事業特別
会計補正予算
平成１４年度平塚市老人保健医療事業特別
会計補正予算
平成１４年度平塚市介護保険事業特別会計
補正予算
和解契約の締結について
平成１４年度平塚市下水道事業特別会計補
正予算
人権擁護委員の推薦について

番 号

議案第８４号

〃 第８５号

〃 第８６号

〃 第８７号

〃 第８８号

〃 第８９号
〃 第９０号

〃 第９１号

審 議 結 果

継 続 審 査

〃

〃
〃

１４．１２．１８

〃

〃
〃

受 付 日

１４．１２．４

〃

〃
〃

件 名

物価スライドの凍結解除による年金の減額を
はじめ年金制度の改悪に反対し、最低保障年
金制度の創設を求める請願
アメリカによるイラクへの先制攻撃反対の意
見書についての請願
イラク攻撃に協力しないよう求める請願
中部電力浜岡原子力発電所の休止を求める請願

番 号

１４年請願第１５号

〃 請願第１６号

〃 請願第１７号
〃 請願第１８号

決算特別委員会で詳細な審査行われる

第 ��� 号ひらつか議会だより

１４年３月に新消防緊急通信指令システムの運用を開始

経
営
の
在
り
方
た
だ
す

平成��年（２００３年）�月�日（�）
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